


平成２５年度新型インフルエンザ等対策訓練実施計画

平成２６年１月
内閣官房新型インフルエンザ等対策室

■ 訓練目的

○ 特措法施行後、同法第12条に基づく閣僚を含めた初めての訓練であり、関係省庁の新型インフルエン
ザ等対応における制度上の手続き及び役割に関する知識を深める。

○ 併せて、訓練の実施に関して努力義務のある都道府県・指定公共機関等（第12条）に対して、その実施
を間接的に促す。

○ また、マスメディアを通じて同対策の国民への普及・啓発(第13条)に資することも期待。

■ 本訓練の内容

Ⅰ．政府全体訓練
① 政府対策本部運営訓練 ② 「都道府県」及び「関係省庁を通じた指定公共機関」への連絡訓練

Ⅱ．政府全体訓練と連携した訓練
○ 「関係省庁」、「都道府県」及び「指定公共機関」における訓練

■ 実施日 平成２６年１月２１日（火）閣議後
■ 本訓練の特徴

① 特別措置法施行後、初めての対策本部訓練（閣僚が参加）

② Ｙ国において、A（H7N9）ウイルスが持続的なヒト－ヒト感染を引き起こす等、新型インフルエンザが海外
で発生した直後を想定した訓練

③ 政府対策本部運営訓練においては、国民への啓発のため、報道関係者にフルオープン

④ 全関係省庁、全都道府県、全指定公共機関（１００機関）が参加。（政府全体訓練における「連絡訓練」）

⑤ １庁、９府県及び１機関において、実動訓練を実施。
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Ⅰ．政府全体訓練 Ⅱ．政府全体訓練と連携した訓練

訓
練
内
容

① 政府対策本部運営訓練

政府対策本部運営訓練【閣僚参加】

■前段 第１回政府対策本部会合の開催
○ 本部長：総理大臣、 進行：官房長官（副本部長）
○ 発生状況等の説明
○ 「基本的対処方針」の決定 等

■後段 新型インフルエンザ等の国内発生時の対応（緊急事態
宣言等）について説明

政府対策本部設置までの一連の流れを状況付与
海外で新型インフルエンザを疑う事例が発生

○ 新型インフルエンザ等の発生に係る感染症法に基づく判断
○ 発生の「総理への報告」
○ 厚生労働大臣による発生の「公表」
○ 閣議による「政府対策本部設置」
○ 第１回基本的対処方針等諮問委員会

官房長官による記者会見

事務方による記者会見

新型インフルエンザ等対策訓練の概要

② 「都道府県」及び「関係省庁を通じた指定公共機関」への
連絡訓練
○ 「政府対策本部の設置」及び「基本的対処方針等」について連絡

２

○ 関係省庁における訓練（１庁）

○ 指定公共機関における訓練（１２機関等）

○ 都道府県における訓練（３４道府県）

（凡例： ）

※一部の関係省庁・都道府県・指定公共機関による実施

警察庁

宮城県 茨城県

愛媛県

神奈川県 福井県

静岡県 三重県 京都府

茨城県 神奈川県 新潟県

富山県 石川県 岐阜県

山口県 高知県

本部訓練 机上訓練実動訓練 連絡訓練

労働者健康福祉機構（関東・横浜労災病院）

日本看護協会

武田薬品工業 ＪＭＳ

塩野義製薬

【参考情報】 今後直近の新型インフルエンザ等対策のための訓練
・岐阜県： １月２３日（実動訓練） ・愛知県： ２月３日（実動訓練）
・鳥取県： １月下旬（本部訓練） ・香川県： １月２９日（実動訓練）
・佐賀県： １月２８日（実動訓練） ・香川労災病院： １月２９日（実動・机上訓練）

石川県

高知県

三重県

秋田県

福島県

福島県

岡山県

日本放送協会

日本放送協会

京都府

山形県

岡山県

警察庁

青森県 宮城県 秋田県 山形県

埼玉県

福井県

広島県

徳島県

山梨県

島根県

佐賀県

福岡県

北海道

熊本県

日本医師会 全日本病院協会

全日本病院協会

日本医療法人協会

日本医療法人協会

日本病院会

日本病院会

ＪＭＳ

中外製薬

栃木県

福井県

山梨県 長野県

長野県

愛知県

徳島県

福岡県 熊本県

大分県

三重県 島根県滋賀県

青森県

群馬県

日本歯科医師会
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１．政府全体訓練



官邸 内閣官房・厚労省等

１月２１日
（火）

午前

官房長官記者会見

事務方記者会見

政府対策本部運営訓練

閣議後～２０分間程度 ＠官邸４階大会議室

４

「都道府県」・「関係省庁を通じた指定公共
機関」への連絡訓練（基本的対処方針等の連絡）

厚労大臣による新型インフルエンザ等
感染症の発生の公表

：訓練（実際に実施する部分） ：訓練（実施したこととする部分）

「都道府県」・「関係省庁を通じた指定公共
機関」への連絡訓練（政府対策本部設置の連絡）

（１） 政府全体訓練全般の流れ

臨時閣議 ⇒ 政府対策本部設置

基本的対処方針等諮問委員会への意見聴取

新型インフルエンザ等の発生の
総理大臣への報告



（２） 政府対策本部運営訓練の概要

① 前段（第１回政府対策本部会合の開催）の概要

議事項目 発言者 発言イメージ 備 考

（ 進 行 ） 官房長官
（副本部長）

※ 全てオープン

※ 発生状況等につい

て、スクリーンを使用

本部長発言 総理大臣
（本部長）

（冒頭発言）

・新型インフルエンザ
A(H7N9)の発生状況に
ついて
・各省庁における現在の
取り組みについて

厚労大臣
（副本部長）

外務大臣

質疑応答 （適宜、質問・応答）

基本的対処方針（案）
について

危機管理監 （基本的対処方針（案）について説明・了承）

本部長発言 総理大臣
（本部長）

（発言）

５

○ Ｙ国の状況

○ ＷＨＯの対応

○ 我が国の対応

○ Ｙ国の最新情勢

○ 我が国の対応



② 後段（国内発生期～国内まん延期における対策の概要確認）の概要

６

新型インフルエンザ等の国内発生時の対応（緊急事態宣言等）について、事務方から説明

６



（３） 「都道府県」・「関係省庁を通じた指定公共機関」への連絡訓練

政府対策本部
事務局

（内閣官房
新型インフルエ
ンザ等対策室）

全
関
係
省
庁

全
都
道
府
県

業種 事業者名

厚
生
労
働
省

医療
（24）

独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ
日本赤十字社
公益社団法人日本医師会
公益社団法人日本歯科医師会
公益社団法人日本薬剤師会
公益社団法人日本看護協会
公益社団法人全日本病院協会
一般社団法人日本医療法人協会
一般社団法人日本病院会
一般財団法人化学及血清療法研究所
北里第一三共ワクチン株式会社
武田薬品工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
塩野義製薬株式会社
第一三共株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
株式会社トップ
テルモ株式会社
ニプロ株式会社
一般社団法人日本ワクチン産業協会
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会

経
済
産
業
省

電気
(12)

沖縄電力株式会社
関西電力株式会社
九州電力株式会社
四国電力株式会社
中国電力株式会社
中部電力株式会社
東京電力株式会社
東北電力株式会社
北陸電力株式会社
北海道電力株式会社
電源開発株式会社
日本原子力発電株式会社

ガス
(4)

大阪瓦斯株式会社
西部瓦斯株式会社
東京瓦斯株式会社
東邦瓦斯株式会社

財
務
省

金融
(1)

日本銀行

総
務
省

報道 日本放送協会
通信
(8)

日本電信電話株式会社
東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
KDDI株式会社
ソフトバンクテレコム株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ
ソフトバンクモバイル株式会社

郵便 日本郵便株式会社

業種 事業者名

国
土
交
通
省

鉄道
(22)

北海道旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
日本貨物鉄道株式会社
東京地下鉄株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
小田急電鉄株式会社
近畿日本鉄道株式会社
京王電鉄株式会社
京成電鉄株式会社
京阪電気鉄道株式会社
京浜急行電鉄株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
西武鉄道株式会社
東京急行電鉄株式会社
東武鉄道株式会社
名古屋鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
阪急電鉄株式会社
阪神電気鉄道株式会社

貨 物
運送
(5)

佐川急便株式会社
西濃運輸株式会社
日本通運株式会社
福山通運株式会社
ヤマト運輸株式会社

空 港
管理
(3)

新関西国際空港株式会社
中部国際空港株式会社
成田国際空港株式会社

航空
(2)

全日本空輸株式会社
日本航空株式会社

水運
(17)

オーシャントランス株式会社
商船三井フェリー株式会社
新日本海フェリー株式会社
太平洋フェリー株式会社
マルエーフェリー株式会社
株式会社商船三井
川崎汽船株式会社
日本郵船株式会社
旭タンカー株式会社
井本商運株式会社
上野トランステック株式会社
川崎近海汽船株式会社
近海郵船株式会社
栗林商船株式会社
鶴見サンマリン株式会社
日本海運株式会社
琉球海運株式会社

全
指
定
公
共
機
関

７

政府対策本部設置
について情報提供

（政府対策本部設置
のプレスリリース後）

訓練

基本的対処方針
を含む第１回対策
本部会合資料に
ついて情報提供

（対策本部会合終了
後）

訓練

(1)

(1)



（４） 訓練の前提となる一般状況（想定）

８

※ ＷＨＯ所在地の日本との時差
：－８時間

１．Ｚ国の状況

○ 昨年３月３１日、新たな鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒト感染３例を公表。

昨年４月に多くの感染確定患者が報告されていたが、その後減少し、散発的な発

生に止まっていた。

○ 今年１月に入ってから新たな感染症例の報告が増加し、ＷＨＯの協力の下、疫

学的調査を強化。

○ 感染が確認された患者はＹ国Ａ県、Ｂ県、Ｃ県、Ｄ県、Ｅ県で２４１名で、うち４９名

は死亡、残り１９２名は入院中又は退院。

○ 現在、接触者１０００名以上について、健康監視を実施中。

○ なお､某病院においては､A(H7N9)で入院中の患者甲を看病していた看護師乙

及び看護師乙の家族（夫丙）もA(H7N9)の感染が確認され入院中。また､患者甲と

同室に入院していた別疾病の患者丁もA(H7N9)に感染が確認され入院中。

２．ＷＨＯの状況

○ 日本時間２１日未明より、緊急委員会の助言を受けたＷＨＯ事務局長が記者会

見を行い、「Ｙ国において、A(H7N9)ウイルスが持続的にヒト－ヒト感染しており、

国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態（PHEIC）に該当する」旨を公表。

３．日本国の状況

○ ＷＨＯ事務局長の記者会見を踏まえ、厚生労働省は、Ｙ国でのA(H7N9)発生を

「新型インフルエンザ等感染症」と判断。速やかに、特措法第14条に基づき、総

理へ同発生を報告。総理からは「特措法に基づき、政府対策本部を設置せよ。」と

の指示。

○ １月２１日午前８時２０分から厚生労働大臣により記者会見を実施し、感染症法

第44条の2に基づく「新型インフルエンザ等の発生の公表」を行った。

○ これを受け、特措法第15条に基づき臨時閣議により「政府対策本部」を設置。

４．その他の地域の状況

○ Ｙ国以外の地域での、A(H7N9)の感染症例に関する公表はない。

○ また、その他主要国等については、ＷＨＯの動向を受け、所要の対策について

検討中。

２．ＷＨＯの状況

１．Ｙ国の状況

３．日本国の状況

４．その他の地域の状況

２４１名
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２．政府全体訓練と連携した訓練
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訓練主体 訓練種別 訓練内容
関係省庁 １ 警察庁 実動訓練・本部訓練 ・庁対策本部設置訓練、関係機関共同実動訓練

都道府県

１ 北海道 連絡訓練 ・連絡訓練
２ 青森県 机上訓練・連絡訓練 ・新型インフルエンザ等対策のための情報共有・伝達等訓練

３ 宮城県 実動訓練・連絡訓練 ・濃厚接触者対応訓練（積極的疫学調査等）

４ 秋田県 本部訓練・連絡訓練 ・対策本部設置、連絡訓練

５ 山形県 実動訓練・連絡訓練 ・検体搬送訓練、抗インフル薬備蓄分放出訓練、連絡訓練

６ 福島県 実動訓練・連絡訓練 ・検体採取・取扱実習、連絡訓練

７ 茨城県 実動訓練・連絡訓練 ・検体輸送訓練、感染疑い者の受入・診察・搬送訓練、連絡訓練
８ 栃木県 連絡訓練 ・連絡訓練
９ 群馬県 連絡訓練 ・連絡訓練
１０ 埼玉県 連絡訓練 ・連絡訓練

１１ 神奈川県 本部訓練・連絡訓練 ・本部設置、連絡訓練

１２ 新潟県 連絡訓練 ・連絡訓練

１３ 富山県 連絡訓練 ・連絡訓練

１４ 石川県 実動訓練・連絡訓練 ・帰国者・接触者相談ｾﾝﾀｰ・外来の設置訓練、連絡訓練

１５ 福井県 実動・本部・連絡訓練 ・帰国者・接触者相談ｾﾝﾀｰの設置訓練、本部設置、連絡訓練

１６ 山梨県 本部訓練・連絡訓練 ・対策本部の立上げ、連絡訓練

１７ 長野県 本部訓練・連絡訓練 ・対策本部の立上げ、連絡訓練

１８ 岐阜県 連絡訓練 ・連絡訓練

１９ 静岡県 本部訓練 ・対策本部の立ち上げ

２０ 愛知県 連絡訓練 ・連絡訓練

２１ 三重県 本部・机上・連絡訓練 ・対策本部設置、机上検討（相談対応）、連絡訓練

２２ 滋賀県 連絡訓練 ・連絡訓練

２３ 京都府 実動訓練・本部訓練 ・帰国者・接触者外来設置・運営訓練、対策本部運営訓練

２４ 島根県 本部訓練・連絡訓練 ・本部設置、連絡訓練

２５ 岡山県 実動訓練・連絡訓練 ・帰国者・接触者相談センター設置運営訓練、連絡訓練

２６ 広島県 連絡訓練 ・連絡訓練

２７ 山口県 連絡訓練 ・連絡訓練

２８ 徳島県 机上訓練・連絡訓練 ・初動対応の確認、連絡訓練

２９ 愛媛県 実動訓練 ・電話相談受付・防護衣の着衣・疫学調査・臨時医療施設設置・患者対応訓練

３０ 高知県 本部訓練・連絡訓練 ・対策本部の立ち上げ訓練、連絡訓練

３１ 福岡県 本部訓練・連絡訓練 ・机上検討（県対策本部設置）、連絡訓練

３２ 佐賀県 連絡訓練 ・連絡訓練
３３ 熊本県 机上訓練・連絡訓練 ・初動対応の検討、連絡訓練
３４ 大分県 連絡訓練 ・連絡訓練

指定公共
機関

１
（独）労働者
健康福祉機構

関東労災病院 実動訓練 ・帰国者・接触者外来の立ち上げ

横浜労災病院 実動訓練 ・テント設置、罹患患者の導線確保、入院病棟の確保

２ （公）日本医師会 連絡訓練 ・都道府県医師会との情報連絡網を使用した伝達シミュレーション

３ （公）日本歯科医師会 連絡訓練 ・都道府県歯科医師会との情報伝達に関する訓練

４ （公）日本看護協会 机上訓練 ・対策本部立上げ、関係機関との情報共有等についてシュミレーション

５ （公）全日本病院協会 机上訓練・連絡訓練 ・Ｅメールを活用した情報伝達訓練等

６ （一）日本医療法人協会 机上訓練・連絡訓練 ・Ｅメールを活用した情報伝達訓練等

７ （一）日本病院会 机上訓練・連絡訓練 ・Ｅメールを活用した情報伝達訓練等

８ （株）武田薬品工業 机上訓練 ・ワクチン製造のための情報連携について確認

９ （株）中外製薬 机上訓練 ・緊急対策本部の設置訓練、従業員へのメッセージ発信訓練、情報収集訓練

１０ （株）塩野義製薬 連絡訓練 ・安否確認システムを使用した対策本部からの情報発信と本人等からの報告

１１ （株）ジェイ・エム・エス 机上訓練・連絡訓練 ・緊急対策本部の立ち上げ、医療機器（シリンジ・針）の生産・出荷体制等の維持に関わる確認等

１２ 日本放送協会 机上訓練・連絡訓練 ・入館制限訓練、連絡訓練等
【参考情報】 今後直近の新型インフルエンザ等対策のための訓練

・岐阜県： １月２３日（実動訓練） ・愛知県： ２月３日（実動訓練） ・鳥取県： １月下旬（本部訓練） ・香川県： １月２９日（実動訓練） ・佐賀県： １月２８日（実動訓練）
・香川労災病院： １月２９日（実動・机上訓練）



平成２５年度新型インフルエンザ等対策初期対応訓練

■参加団体： （株）日立製作所ひたちなか総合病院、茨城県・ひたちなか保健所、ひたちなか市、
ひたちなか市医師会、ひたちなか薬剤師会 等

■訓練フェーズ： 新型インフルエンザの海外発生期

■訓練内容： 政府対策本部における基本的対処方針の決定後、ひたちなか市内における新型イン
フルエンザ国内第１号患者発生を想定し、疑い患者搬送や病院の受入れなどの訓練

を行う。

都道府県等における実動訓練の一例

11

・政府対策本部設置
・基本的対処方針決定

政府 茨城県・県ひたちなか保健所

（県）
・県対策本部設置
・コールセンター設置

ひたちなか市役所
（保健所）
・コールセンター設置
・帰国者・接触者相談センター設置

日立オートモティブシステムズ社ひたちなか総合病院

・対策本部設置 ・帰国者・接触者外来開設
・疑い患者診察、入院

・従業員、家族への注意勧奨
・海外出張縮小 ・出勤手段、在宅勤務等検討

④疑い患者搬送

①疑い患者発生
③搬送指示

国立感染症研究所茨城県
衛生研究所

⑧検体検査
陽性確定

⑦検体移送

⑤感染疑い患者
の診察・入院

（県に対し連絡）

（市へは情報提供のみ）

⑥検体採取 ②帰国歴のある
疑い患者発生報告


